
吉永山手線の現地踏査

算
す
る
。

２
．
住
居
を
所
有
す
る
職

員
に
月
額
6
千
円
を
支

給
す
る
。

・
世
帯
主
の
職
員
に
支
給

す
る
住
居
手
当
の
加
算

額
が
平
成
30
年
度
７
６

0
万
円
と
な
る
こ
と
に

つ
い
て
。

・
市
内
へ
の
移
住
や
定
住

を
促
進
す
る
こ
と
と
、

災
害
時
の
地
区
連
絡
所

や
災
害
警
戒
本
部
・
対

策
本
部
の
各
班
の
運
営
、

お
よ
び
他
の
事
業
の
運

営
に
寄
与
す
る
こ
と
の

整
合
性
に
つ
い
て
。

全
員
反
対
で
否
決

■
議
案
第
５
号

湖
南
市
国
民
健
康
保
険
税

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

審
査
内
容

・
平
成
30
年
度
の
国
民
健

康
保
険
税
率
の
改
正
を

行
う
こ
と
に
つ
い
て
。

・
県
の
取
り
組
み
が
、
平

成
36
年
度
以
降
、
早
い

時
期
に
県
下
で
保
険
税

率
の
統
一
を
図
っ
て
い

■
議
案
第
３
号

湖
南
市
付
属
機
関
設
置
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

審
査
内
容

・
湖
南
市
同
和
教
育
推
進

委
員
会
を
廃
止
す
る
こ

と
に
伴
い
、
別
表
か
ら

削
る
こ
と
に
つ
い
て

・「
付
属
機
関
」
の
表
記
を

常
用
漢
字
表
に
基
づ
き

「
附
属
機
関
」
に
改
め
る

こ
と
に
つ
い
て

・
同
和
教
育
に
関
す
る
人

権
教
育
の
所
轄
を
市
長

部
局
の
人
権
擁
護
課
に

統
一
す
る
こ
と
に
つ
い

て
。

全
員
賛
成
で
可
決

■
議
案
第
４
号

湖
南
市
職
員
の
給
与
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い

て
審
査
内
容

・
市
内
に
居
住
す
る
職
員

に
、
住
居
手
当
を
支
給

す
る
こ
と
に
つ
い
て
。

１
．
住
居
を
賃
借
す
る
職

員
に
月
額
9
千
円
を
加

く
こ
と
に
つ
い
て
。

審
査
の
後
、
討
論
は
な

く
、
採
決
の
結
果
、
全
員

賛
成
で
原
案
の
と
お
り
可

決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま

し
た
。

■
議
案
第
15
号

湖
南
市
消
防
団
員
等
公
務

災
害
補
償
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定
に

つ
い
て

審
査
内
容

・
湖
南
市
消
防
団
員
等
公

務
災
害
補
償
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
こ
と
に

つ
い
て
。

全
員
賛
成
で
可
決

■
議
案
第
31
号

議
決
事
項
の
変
更
に
つ
い

て
審
査
内
容

平
成
30
年
３
月
31
日
を

も
っ
て
湖
南
市
青
少
年
自

然
道
場
を
廃
止
す
る
た
め
、

指
定
管
理
の
期
間
を
変
更

す
る
こ
と
に
つ
い
て

全
員
賛
成
で
可
決

問
　
対
象
と
な
る
事
業
者

か
ら
の
理
解
は
あ
る
程
度

得
ら
れ
て
い
る
の
か
。

答

　各
団
体
に
対
し
本
条

例
の
趣
旨
は
説
明
し
て
お

り
、
理
解
を
頂
い
て
い
ま

す
。

問
　
本
会
議
で
の
質
疑
で

本
来
な
ら
も
っ
と
早
く
に

こ
の
条
例
案
を
制
定
す
べ

き
で
あ
っ
た
と
回
答
が
あ

っ
た
と
記
憶
す
る
が
。
そ

の
理
由
は
。

答

　地
域
未
来
投
資
促
進

法
と
生
産
性
革
命
に
関
す

る
具
体
的
な
政
策
が
国
で

は
検
討
さ
れ
て
い
ま
す
。

市
と
し
て
は
即
効
性
を
可

能
と
す
る
た
め
に
基
本
と

な
る
本
条
例
を
制
定
し
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。
ま

た
、
上
程
時
期
と
し
て
決

し
て
遅
れ
た
わ
け
で
は
な

く
、
地
方
創
生
が
ス
タ
ー

ト
し
、
ひ
と
・
ま
ち
・
し
ご

と
プ
ラ
ン
と
し
て
総
合
戦

略
を
定
め
た
時
が
上
程
時

期
と
し
て
最
適
で
は
な
か

っ
た
か
と
思
う
と
い
う
答

弁
で
あ
っ
た
と
と
ら
え
て

湖
南
市
地
域
産
業
振
興
基

本
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

問
　
第
２
条
の（
定
義
）に

市
内
事
業
者
で
該
当
し
な

い
も
の
は
あ
る
の
か
。

答

　基
本
的
に
は
事
業
者

と
し
て
該
当
し
な
い
も
の

は
あ
り
ま
せ
ん
。

問
　
本
条
例
と
関
連
す
る

条
例
や
政
策
は
あ
る
か
。

答

　条
例
と
し
て
関
連
す

る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。

地
方
創
生
に
よ
る
働
く
場

の
創
出
プ
ラ
ン
と
し
て
の

政
策
な
ど
が
関
係
し
ま
す
。

問
　
産
業
振
興
戦
略
推
進

会
議
の
具
体
的
内
容
は
。

答

　当
初
予
算
で
の
計
上

は
あ
り
ま
せ
ん
。
年
度
内

で
具
体
的
に
決
め
て
い
き

ま
す
。

問
　
対
象
者
を
市
内
事
業

者
全
て
と
定
め
て
い
る
が

産
業
振
興
戦
略
推
進
委
員

と
し
て
は
実
質
、
商
工
会

な
ど
の
各
種
団
体
の
負
担

に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

答

　各
種
団
体
だ
け
に
甘

え
る
こ
と
な
く
、
意
見
を

尊
重
し
ま
す
。

い
ま
す
。全

員
賛
成
で
可
決

市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い

て
八
重
谷
跨
道
橋
線
と
吉

永
山
手
線
を
新
た
に
市
道

と
し
て
認
定
す
る
も
の
。

全
員
賛
成
で
可
決

市
道
路
線
の
変
更
に
つ
い

て
市
道
大
塚
団
地
１
号
線

を
大
塚
１
号
線
に
、
市
道

大
塚
団
地
３
号
線
を
大
塚

２
号
線
に
変
更
す
る
も
の
。

全
員
賛
成
で
可
決

市
道
路
線
の
廃
止
に
つ
い

て
市
道
路
線
の
変
更
に
伴

い
廃
止
に
す
る
も
の
。

全
員
賛
成
で
可
決

他
に
請
願
２
件
、議
案
３

件
、計
９
議
案
を
審
査
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